
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前端と後端とを有するワイヤの前記前端にブラシが取り付けられているワイヤブラシと
、前記ワイヤブラシを収納する部位と、前記ブラシを内視鏡の管路に挿入した状態で前記
ワイヤブラシ収納部位から前記内視鏡へ向かう方向に前記ワイヤブラシを前進・後退させ
ることができる駆動手段とを有する内視鏡洗滌装置において、
　前記ワイヤブラシ収納部位は、前記内視鏡寄りに位置させる前端部と前記前端部の反対
端部である後端部とを有し、前記前後端部間には前記ワイヤブラシを挿抜可能なパイプ部
を有し、前記前端部が前記内視鏡の管路に連結可能に形成される一方、前記後端部が前記
内視鏡を収容できる排水口付き洗滌槽の内側につながっていることを特徴とする前記内視
鏡洗滌装置。
【請求項２】
　前記パイプ部には洗滌水を供給可能な給水管がつながっている請求項１記載の内視鏡洗
滌装置。
【請求項３】
　前記ワイヤブラシ収納部位の前端部が前記洗滌槽の内側において前記内視鏡の管路に連
結可能に形成されている請求項１または２記載の内視鏡洗滌装置。
【請求項４】
　前記ワイヤブラシ収納部位の後端部が前記洗滌槽の内側に対して開閉可能に形成されて
いる請求項１～３のいずれかに記載の内視鏡洗滌装置。
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【請求項５】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、ワイヤブラシを使用する内視鏡洗滌装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　特開平７－１９４５３３号公報や特開平８－２７５９１７号公報には、内視鏡洗滌槽に
納まる内視鏡の管路にワイヤブラシを自動挿入して管路内部を洗滌する装置が開示されて
いる。ワイヤは長尺のものであるからリールに巻き取られた状態にあり、管路の長さに応
じて必要量が繰り出される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　前記公知の洗滌装置に使用されるワイヤもそれが巻き取られるリールも使用後には内視
鏡と同様に洗滌が必要である。しかし、これらワイヤやリールは洗滌槽の外側に位置する
ものであって内視鏡とともに洗滌することはできないし、これらを洗滌した後の水を処理
する格別の装置もないから、こうしたワイヤやリールの洗滌には手間がかかる。
【０００４】
　この発明は、ワイヤブラシを使用する内視鏡洗滌装置の改良に係り、ワイヤブラシの洗
滌と、ワイヤブラシを洗滌した後の水の処理とを容易にすることを課題にしている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前記課題解決のために、この発明が対象とするのは、前端と後端とを有するワイヤの前
記前端にブラシが取り付けられているワイヤブラシと、前記ワイヤブラシを収納する部位
と、前記ブラシを内視鏡の管路に挿入した状態で前記ワイヤブラシ収納部位から前記内視
鏡へ向かう方向に前記ワイヤブラシを前進・後退させることができる駆動手段とを有する
内視鏡洗滌装置である。
【０００６】
　かかる内視鏡洗滌装置において、この発明が特徴とするところは、次のとおりである。
前記ワイヤブラシ収納部位は、前記内視鏡寄りに位置させる前端部と前記前端部の反対端
部である後端部とを有し、前記前後端部間には前記ワイヤブラシを挿抜可能なパイプ部を
有し、前記前端部が前記内視鏡の管路に連結可能に形成される一方、前記後端部が前記内
視鏡を収容できる排水口付き洗滌槽の内側につながっている。
【０００７】
　この発明には、次のような好ましい実施態様がある。
（１）前記パイプ部には洗滌水を供給可能な給水管がつながっている。
（２）前記ワイヤブラシ収納部位の前端部が前記洗滌槽の内側において前記内視鏡の管路
に連結可能に形成されている。
（３）前記ワイヤブラシ収納部位の後端部が前記洗滌槽の内側に対して開閉可能に形成さ
れている。

【０００８】
【発明の実施の形態】
　添付の図面を参照して、この発明に係る内視鏡洗滌装置の詳細を説明すると、以下のと
おりである。
【０００９】
　図１は、内視鏡洗滌装置が使用されている洗滌槽３の部分破断頂面図であって、洗滌槽
３は蓋４が開いた状態にあり、この蓋４がヒンジ５によって洗滌槽３に取り付けられてい
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前記パイプ部が前記洗滌槽を外側から囲むように延びている請求項１～４のいずれかに
記載の内視鏡洗滌装置。

（４）前記パイプ部が前記洗滌槽を外側から囲むように延びている。



る。洗滌槽３には、使用後の内視鏡２が洗滌のために納められ、給水口１３，１４からは
洗滌水を供給可能である。その洗滌水には、アルカリ水や酸性水、水道水が使用される。
これら洗滌水の供給条件は、洗滌槽３に付属する操作パネル（図示せず）によって設定す
ることができる。洗滌槽３内の洗滌水は、排水口１５から外へ出る。内視鏡２は慣用のも
ので、コネクター部１７、ユニバーサルコード部１８、操作部１９、および挿入部２１等
を有する。操作部１９には、鉗子挿入口２２、吸引ボタン挿入口２３等が設けられている
。
【００１０】
　かかる洗滌槽３の側壁３ａからは、フレキシブルな２本の連結管２６，２２６が延び、
連結管２６，２２６からは２本のワイヤブラシ３１，２３１が延びている。ワイヤブラシ
３１，２３１は、ワイヤ部３３，２３３と、ワイヤ部３３，２３３先端のブラシ部３６，
２３６とを有し、それぞれは連結管２６，２２６先端からの進出と後退とが可能である。
連結管２６，２２６は、内視鏡２の鉗子挿入口２２と吸引ボタン挿入口２３とのそれぞれ
に着脱可能である。ワイヤブラシ３１，２３１は、ワイヤ部３３，２３３がブラシ部３６
，２３６とともに内視鏡２の管路の奥部に向かって前進・後退を反復することにより、管
路内部をブラッシング洗滌することができる。
【００１１】
　洗滌水として供給される好ましいアルカリ水はｐＨ１１．０以上、酸化還元電位（ＯＲ
Ｐ）－８００ｍＶ以上のもので、使用後の内視鏡に付着している血液その他のタンパク質
の汚れを溶解するために使用される。好ましい酸性水はｐＨ２．７以下、酸化還元電位＋
１１００ｍＶ以上のもので、内視鏡２に付着している細菌等を死滅させる殺菌剤として使
用される。水道水は、内視鏡２を予めすすぐときや殺菌後にすすぐとき等に使用される。
【００１２】
　図２は、洗滌槽３の要部斜視図である。洗滌槽３の外側には、この発明に係る内視鏡洗
滌装置である第１洗滌装置５１と第２洗滌装置５２とが取り付けられている。第１洗滌装
置５１と第２洗滌装置５２とは、ほぼ同じ構造を有するもので、以下では第１洗滌装置５
１についてまず説明する。第１洗滌装置５１は、洗滌槽３を外側から囲むように延びるパ
イプ部５６を有し、パイプ部５６の前方部分５６ａには駆動部５７が取り付けられ、この
駆動部５７が洗滌槽３の側壁３ａの外側に固定されている。駆動部５７からは、洗滌槽３
の内側へ第１洗滌装置５１の前端部を形成する連結管２６が延びている。連結管２６の先
端には、内視鏡２の鉗子挿入口２２（図１参照）に対するアタッチメント５９が取り付け
られている。パイプ部５６の後方部分５６ｂは、第１洗滌装置５１の後端部を形成し、洗
滌槽３の内側にまで延びた先端には開閉可能な密栓６１（図３（ａ）参照）が取り付けら
れている。この後方部分５６ｂは、洗滌槽３の側壁３ｂに水密状態で固定されている。後
方部分５６ｂの近傍には、給水管６３と電磁弁６４とがつながっている。洗滌槽３の内側
では、アタッチメント５９からワイヤブラシ３１の先端部分がのぞいている。
【００１３】
　図３の（ａ），（ｂ）は、第１洗滌装置５１と第２洗滌装置５２との断面図である。第
１洗滌装置５１では、ワイヤブラシ３１のワイヤ部３３がパイプ部５６の内側でパイプ部
５６の長さ方向に延び、ワイヤブラシ３１のほぼ全長が装置５１の連結管２６から密栓６
１に至るまでの間に収納されている。ワイヤ部３３は、その前端にブラシ部３６を有し、
後端に遮光プレート６６を有する。パイプ部５６は、その前方部分５６ａであって駆動部
５７のやや後方に前部センサ６７を有し、後方部分５６ｂであって密栓６１のやや前方に
後部センサ６８を有する。これらセンサ６７，６８は同じ構造のもので、光透過性のパイ
プ部５６の径方向外側で互いに向かい合う投光器９１と受光器９２とからなる。図示のワ
イヤブラシ３１は後退した状態にあり、遮光プレート６６が後部センサ６８と向かい合う
位置にあって投光器９１からの光を遮ってワイヤブラシ３１が後退位置にあることを感知
させ、そのときに後部センサ６８は信号を適宜の制御回路を通して駆動部５７に伝える。
ワイヤブラシ３１が前進して遮光プレート６６が前部センサ６７と向かい合う位置に来る
と、投光器９１からの光を遮ってワイヤブラシ３１が前進位置にあることを感知させ、そ
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のときに前部センサ６７は信号を駆動部５７に伝える。駆動部５７は、ハウジング７１と
、ハウジング７１に納まるローラ７２とを有し、ハウジング７１は、パイプ部５６と連結
管２６との接続部分を除いて水密状態にある。パイプ部５６の後方部分５６ｂ近傍につな
がる給水管６３では、電磁弁６４が開閉することによって、パイプ部５６の中へアルカリ
水、酸性水、および水道水いずれかの洗滌水を供給することができる。
【００１４】
　図４，５は、駆動部５７の頂面図と、同図のＶ－Ｖ線部分断面図である。ただし、図４
では、駆動部５７におけるハウジング７１の蓋７３（図３（ａ）参照）が取り外され、ハ
ウジング７１の内部が見える状態にある。駆動部５７のローラ７２は並列した一対のロー
ラ７２ａ，７２ｂからなり、ローラ７２ａ，７２ｂは適宜の圧力でワイヤブラシ３１のワ
イヤ部３３を挟持して回転し、ワイヤブラシ３１を前進・後退させることができるととも
に、ワイヤブラシ３１をパイプ部５６に対して挿抜するときには、ブラシ部３６を通過さ
せることができる。ローラ７２は、駆動ギア７４とこれにつながるモータ７６とによって
回転するもので、モータ７６は、前部センサ６７および後部センサ６８からの信号によっ
て時計方向または反時計方向への回転と、停止とが可能である。
【００１５】
　このように形成された第１洗滌装置５１では、洗滌槽３内部において、連結管２６のア
タッチメント５９を図１における内視鏡２の鉗子挿入口２２に固定する。固定するときに
、連結管２６から突出しているワイヤブラシは、鉗子挿入口２２に予め挿し込んでおく。
続いて、第２洗滌装置５２の連結管２２６のアタッチメント２５９を内視鏡２の吸引ボタ
ン挿入口２３に固定する。洗滌槽３の操作パネルを使って運転を開始すると、密栓６１に
よって後方部分５６ｂが閉じているパイプ部５６では、給水管６３の電磁弁６４が開いて
パイプ部５６の内部にアルカリ水、酸性水、水道水のいずれかがパネルの設定条件に従っ
て供給される。運転開始時のワイヤブラシ３１は、遮光プレート６６が後部センサ６８と
向かい合う後退した位置にある。運転を開始した駆動手段５７では、ローラ７２ａ，７２
ｂがワイヤブラシ３１を前進・後退運動させつつ繰り出して、内視鏡２の鉗子チャネル（
図示せず）内を徐々に前進させる。ワイヤブラシ３１の遮光プレート６６が前部センサ６
７と向かい合う位置に到達すると、投光を遮られた前部センサ６７からの信号でワイヤブ
ラシ３１を停止させる。その後ローラ７２ａ，７２ｂはワイヤブラシ３１を前進・後退運
動させながら、または単に後退運動させるだけで遮光プレート６６が後部センサ６８と向
かい合う位置に到達するところまで戻す。通常は、このような洗滌をアルカリ水、酸性水
、水道水のそれぞれについて行うことで、内視鏡の鉗子用管路（チャネル）に対する洗滌
が終了する。但し、第１洗滌装置５１で設定した運転条件の如何によって、各洗滌水ごと
の洗滌時間、洗滌の繰り返し回数を変えることができる。
【００１６】
　このようにして内視鏡２を洗滌している間に、ワイヤブラシ３１もまた洗滌される。ワ
イヤブラシ３１は、従来技術のようにリールに巻き付けられるのではなく、パイプ部５６
内で直状に延びているから、ワイヤ部３３の周囲およびブラシ部３６の周囲が余すところ
なく洗滌される。ワイヤブラシ３１は、その遮光プレート６６が後部センサ６８と向かい
合う位置にあるときにブラシ部３６が鉗子挿入口２２の手前に位置し、遮光プレート６６
が前部センサ６７と向かい合う位置にあるときに鉗子用管路の先端に到達するような長さ
のものであることが好ましく、パイプ部５６もそれに対応した長さであることが好ましい
。
【００１７】
　ワイヤブラシ３１をパイプ部５６に対して挿抜するときには、洗滌槽３の内側において
密栓６１を外し、パイプ部５６の後方部分５６ｂを開放すればよい。その後方部分５６ｂ
は、洗滌槽３の内側に位置しているから、後方部分５６ｂが開放状態であったり、後方部
分５６ｂに対する密栓６１の取り付けが不完全であったりしても、パイプ部５６に供給さ
れる洗滌水は、洗滌槽３が置かれた室内に漏れるということがなく、後方部分５６ｂから
流出する水は洗滌槽３の排水口１５から外へ出る。かかる第１洗滌装置５１は、駆動手段
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５７と連結管２６とを洗滌槽３から外し、パイプ部５６の後方部分５６ｂだけを洗浄槽３
につないだ状態で使用することも可能である。
【００１８】
　図３（ｂ）の第２洗滌装置５２は、後部センサの配置を除くと、図３（ａ）の第１洗滌
装置５１と同じであるので、第１洗滌装置５１の参照番号に対応する部位にはその参照番
号に２００を加えて表記する。第２洗滌装置５２は、パイプ部２５６の後方部分２５６ｂ
寄りにパイプ部２５６の長さ方向へ並ぶ第１後部センサ２６８ａと、第２後部センサ２６
８ｂと、第３後部センサ２６８ｃとを有し、これら第１～３後部センサ２６８ａ～２６８
ｃの構造は前部センサ２６７のそれと同じように作られている。この第２洗滌装置５２は
、内視鏡２の吸引管路とユニバーサルコード部管路（いずれも図示せず）とを洗滌するの
に適したもので、連結管２２６のアタッチメント２５９は、内視鏡２の吸引ボタン挿入口
２３に固定する。洗滌槽３の操作パネルを使って第２洗滌装置５２を始動すると、ワイヤ
ブラシ２３１は、遮光プレート２６６が第２後部センサ２６８ｂと向かい合う位置から前
進し、第３後部センサ２６８ｃと向かい合う位置に到達する。この間にブラシ部２３６は
内視鏡２の吸引管路を前進・後退しながら洗滌する。次にワイヤブラシ２３１は、遮光プ
レート２６６が第３後部センサ２６８ｃと向かい合う位置から第１後部センサ２６８ａと
向かい合う位置まで後退し、その間にブラシ部２３６が吸引管路から抜けて出る。さらに
、ワイヤブラシ２３１は、遮光プレート２６６が前部センサ２６７と向かい合う位置に到
達するまで僅かずつの前進・後退を繰り返しながら進み、その間にブラシ部２３６がユニ
バーサルコード部管路を洗滌する。この管路の全長の洗滌が終了すると、ワイヤブラシ２
３１は、遮光プレート２６６が第２後部センサ２６８ｂと向かい合う位置まで戻る。ワイ
ヤブラシ２３１がこのように動く間に、パイプ部２５６には、アルカリ水、酸性水、水道
水いずれかの洗滌水が給水管２６３から供給される。
【００１９】
　なお、ワイヤブラシ２３１を動かすときの第１～３後部センサ２６８ａ～２６８ｃの選
択順序は、適宜変更することができる。たとえば、遮光プレート２６６は、図示例に代え
て第１または第３後部センサ２６８ａ，２６８ｃと向かい合う位置からスタートさせるこ
ともできる。さらにはまた、内視鏡２の洗滌を終えたワイヤブラシ２３１は、遮光プレー
ト２６６が第１後部センサ２６８ａと向かい合う位置にまで戻すことができる。ワイヤブ
ラシ２３１がこの位置まで戻っているときにブラシ部２３６が連結管２２６に位置してい
れば、そのブラシ部２３６に対してアルカリ水，酸性水、水道水を給水管２６３から順に
供給することによって、ブラシ部２３６を十分に洗滌することができる。ブラシ部２３６
の洗滌を終えたワイヤブラシ２３１は、遮光プレート２６６を第２後部センサ２６８ｂと
向かい合う位置にまで進めて次の内視鏡２の洗滌にそなえる。
【００２０】
　この発明において、図示例で同じ長さを有する第１洗滌装置５１のパイプ部５６と第２
洗滌装置５２のパイプ部２５６とは、長さの異なるものに代えることができる。また、洗
滌槽３は、第１洗滌装置５１または第２洗滌装置５２の一方のみを取り付けて使用するこ
ともできる。
【００２１】
【発明の効果】
　この発明に係る内視鏡洗滌装置では、ワイヤブラシがワイヤブラシ収納部位にあるとき
に、この部位に供給される洗滌水によって洗浄されるから、ワイヤブラシを洗滌するため
の格別の装置が不要になる。また、ワイヤブラシ収納部位の後端部が内視鏡を洗滌するた
めの洗浄槽につながれ、その洗滌槽は排水口を有するからワイヤブラシ収納部位の後端部
から流出する洗滌水は、洗滌装置の置かれた室内を汚すことなく容易に処理することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　内視鏡洗滌装置が使用される洗滌槽の部分頂面図。
【図２】　図１の洗滌槽の斜視図。
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【図３】　（ａ）と（ｂ）とによって異なる実施態様を示す内視鏡洗滌装置の断面図。
【図４】　駆動手段の頂面図。
【図５】　図４のＶ－Ｖ線断面図。
【符号の説明】
　２　　　内視鏡
　３　　　洗滌槽
　１５　　　排水口
　３１　　　ワイヤブラシ
　３３　　　ワイヤ
　３６　　　ブラシ
　５１　　　内視鏡洗滌装置
　５２　　　内視鏡洗滌装置
　５６　　　パイプ
　５６ａ　　前方部分
　５６ｂ　　後方部分
　５７　　　駆動手段
　６３　　　給水手段（給水管）
　２３１　　　ワイヤブラシ
　２３３　　　ワイヤ
　２３６　　　ブラシ
　２５６　　　パイプ
　２５６ｂ　　後方部分
　２６３　　　給水手段（給水管）
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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